
 庁議付議事案書  

                            開催・令和８年１月２９日  
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件 名 
東大和市子ども・若者・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 区分 ○ １審議事項  ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 
東大和市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 部課 

 機関 
保育課 

１． 要 旨 

子ども・子育て支援法改正に伴い、子ども・若者・子育て会議の所掌事務が追加されると共

に、引用している条文に変更が生じるため、条例の一部を改正するものである。 

（１）改正の主な内容 

第２条(所掌事務) 

第１項第２号中 「法第４３条第２項」を「法第４３条第４項」に改める 

第１項第３号  「特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関すること」を追加 

 

（２）施行日 令和８年４月１日 

 

 （３）影響及び効果 

関係法令との整合を図り、子ども、若者及び子育てに関する施策を総合的に審議するこ 

とができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和７年４月２５日 子ども・子育て支援法改正（令和８年４月１日施行） 

 令和７年６月１２日 子ども・子育て支援法改正（令和８年４月１日施行） 

 

総務課において審査済み。  

 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、令和８年第１回市議会定例会に議案として提出したい。 

 ５．審議結果 

  決定 

  

 


